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市民税課
　229－3130　　229－3331

引き忘れ・納め忘れにご注意を
市民税・県民税の特別徴収

交通政策課
　229－3289　　229－3336

「わたしの時刻表」を
作りませんか

市民税課
　229－3130　　229－3331

災害に遭った場合に市税を減免

資産税課
　229－3132　　229－3331

三重短期大学学生部
　232－2341　　232－9647

三重短期大学
オープンキャンパス

商業振興労政課
　229－3114　　229－3335

39歳までの勤労者の皆さんへ
「浴衣着付け講座」

建築指導課
　229－3187　　229－3336

香良洲総合支所
木造住宅の耐震相談会

福祉政策課
　229－3283　　229－3334

第67回社会を明るくする運動
強調月間 7月1日～31日

お知らせ

イベント

募　　集

　市民税・県民税の特別徴収は、
特別徴収義務者である事業主が
従業員に代わって、毎月の給与
から税額を差し引いて市へ納入
する制度です。特別徴収義務者
には５月15日付で税額決定通知
書と納入書を送付しましたの
で、内容を確認の上、取扱金融
機関などで納入してください。
　市民税・県民税の特別徴収税
額の納期限は、月割額を徴収し
た月の翌月10日で、初回の納期
限は７月10日(月)です。10日が
土・日曜日、祝・休日に当たる
場合は、その翌日になります。

　

　地震や風水害、火災などの災
害で被災した場合に、災害発生
日以後に納期限となる市税が減
免される制度があります。減免
を受ける場合は、原則納期限の
７日前までに｢減免申請書｣と｢り
災証明書｣を提出してください。
内　容　被災の程度に応じた割
合で減免

対　象
▶市・県民税
●災害により、本人(同居の扶養
親族を含む)が所有する住宅ま
たは家財について生じた損害
金額(保険金、損害賠償金など
により補てんされた金額を除
く)が、被災時における価格の
３割以上であると認められる
場合　※所得制限あり 
●災害により死亡した場合など
▶固定資産税・都市計画税
●災害により、面積の２割以上

　の地形が変わった土地 
●全壊、半壊または床上浸水に
　よる損害金額が、被災時にお
　ける価格の２割以上であると
　認められる家屋と償却資産　

　社会を明るくする運動は、全て
の国民が犯罪や非行の防止と、過
ちを犯した人の立ち直りについて
理解を深める全国的な運動です。
　津市では、「第67回“社会を明
るくする運動”津市推進委員会」
が組織され、市長を推進委員長
として市内各所でさまざまな啓
発活動などを行います。

　コミュニティバスや路線バス、鉄
道などを利用して外出する人を対
象に、目的地までの乗り継ぎや発着
時刻などを一枚の紙にまとめた「わ
たしの時刻表」をお作りします。
申し込み　交通政策課または各総
合支所地域振興課にある申請書
に必要事項を記入し、直接窓口
または郵送、ファクスで交通政
策課(〒514-8611 住所不要)へ

　ミニ講義、実験・実習やキャンパ
スツアー、個別相談会などを通じ、

三重短期大学の魅力を紹介します。
と　き　いずれも13時～16時
●８月８日(火)
　生活科学科生活科学専攻
●８月９日(水)
　法経科第１部・第２部
●８月10日(木)
　生活科学科食物栄養学専攻
※それぞれの学科・専攻を中心
　に紹介しますが、都合のよい
　日程でご参加ください。
ところ　三重短期大学41番教室

　花火大会に向けて、美しく浴
衣を着こなしましょう。
と　き　７月12日・19日・26日
いずれも水曜日19時～20時45分
ところ　サン・ワーク津(島崎町)
対　象　市内に在住・在勤の39
歳までの勤労者(学生不可)
定　員　10人
費　用　500円(講座初日に支払い)
持ち物　浴衣、腰ひも２本、伊達
締め１本、半幅帯１本、フェイ
スタオル２枚
申し込み　直接窓口、または電
話、Ｅメールで住所、氏名(フリ
ガナ)、年齢、電話番号を商業振
興労政課(М229-3114@city.
　tsu.lg.jp)へ

　木造住宅の耐震診断・耐震補
強工事における補助制度・補強
方法・費用などについて、建築
士と市職員が相談に応じます。
と　き　７月19日(水)10時～15時
ところ　市香良洲庁舎１階ロビー
申し込み　電話で建築指導課へ


